
亀 山 市 告 示 第 ８ ５ 号  

亀 山 市 狭 あ い 道 路 後 退 用 地 整 備 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

  令 和 元 年 １ １ 月 １ ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 狭 あ い 道 路 後 退 用 地 整 備 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 狭 あ い 道 路 後 退 用 地 整 備 要 綱 （ 平 成 ２ １ 年 亀 山 市 告 示 第

１ ０ １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ ０ 号 中 「 地 下 埋 設 物 等 」 を 「 地 下 埋 設 物 そ の 他 市 長 が

必 要 と 認 め る 物 件 」 に 、 「 支 障 と な る 物 件 」 を 「 支 障 と な る も の 」

に 改 め る 。  

第 ３ 条 第 ３ 項 中 「 、 前 項 」 を 「 、 同 項 」 に 改 め 、 「 基 づ き 」 の 次

に 「 支 障 物 件 の 除 去 及 び 後 退 用 地 等 に 係 る 整 地 を 行 っ た 場 合 は 」 を

加 え 、 「 又 は 後 退 用 地 等 無 償 使 用 等 承 諾 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） 」 を 削 り 、

「 土 地 所 有 権 移 転 登 記 承 諾 書 又 は 後 退 用 地 等 無 償 使 用 等 承 諾 同 意 書  

（ 様 式 第 ５ 号 ） （ 所 有 権 以 外 の 権 利 が 設 定 さ れ て い る 場 合 に 限 る 。 ）  

及 び 土 地 使 用 貸 借 契 約 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） 」 を 「 登 記 原 因 証 明 情 報 、

登 記 承 諾 書 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 」 に 改 め 、 「 又 は 当 該 土

地 所 有 者 と の 土 地 使 用 貸 借 契 約 の 締 結 」 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第

１ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、 「 様 式 第 ７ 号 」 を 「 様 式 第 ４

号 」 に 改 め 、 同 条 中 第 ５ 項 を 削 り 、 第 ６ 項 を 第 ５ 項 と す る 。  

第 ４ 条 中 「 市 長 は 、 」 を 削 り 、 「 規 定 に よ り 後 退 用 地 等 」 の 次 に

「 （ 狭 あ い 道 路 （ 道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 ３ ９ 条 の

規 定 に 基 づ き 市 の 管 理 に 属 す る 道 路 に 限 る 。 ） と 、 こ れ に 接 す る 土

地 と の 境 界 線 と 後 退 線 の 間 に あ る 土 地 の 場 合 で あ っ て 、 当 該 道 路 の

路 面 と 同 じ 高 さ に 整 地 し た と き に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 「 又 は 土 地 所

有 者 と の 土 地 使 用 貸 借 契 約 の 締 結 を 行 っ た 場 合 に は 」 を 「 が 完 了 し



た と き は 、 当 該 後 退 用 地 等 を 市 に 提 供 し た 者 は 、 狭 あ い 道 路 後 退 用

地 等 舗 装 依 頼 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 」 に 改 め 、 「 、 側 溝 等 」 を 削

り 、 「 行 う も の と す る 」 を 「 依 頼 す る こ と が で き る 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 第 １ 号 中 「 分 筆 登 記 」 を 「 測 量 、 分 筆 登 記 及 び 所 有 権 以 外

の 権 利 の 抹 消 登 記 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ ２ ） 亀 山 市 立 地 適 正 化 計 画 で 指 定 し た 居 住 誘 導 区 域 内 に お け る 支

障 物 件 の 除 却 及 び 後 退 用 地 等 に 係 る 整 地  

第 ６ 条 中 「 第 ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 所 有 権 移 転 が 完 了 し 、 当 該 所

有 権 移 転 登 記 に 係 る 後 退 用 地 等 に 存 ず る 支 障 物 件 の 除 却 等 を 行 っ た

場 合 の 」 を 「 第 ３ 条 第 ３ 項 後 段 の 規 定 に よ る 所 有 権 移 転 登 記 が 完 了

し た 」 に 改 め る 。  

第 ７ 条 中 「 ５ 万 円 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 額 を 限 度 と し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 市 長 が 定 め る 額 」 に

改 め 、 同 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し 、 そ の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ

を 切 り 捨 て る 。  

第 ７ 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

（ １ ） 第 ５ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 行 為  当 該 行 為 に 係 る 費 用 に 相 当 す る

額 （ １ ５ 万 円 を 超 え る 場 合 は 、 １ ５ 万 円 ）  

（ ２ ） 第 ５ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 行 為  当 該 行 為 に 係 る 費 用 の ２ 分 の １

に 相 当 す る 額 （ ３ ０ 万 円 を 超 え る 場 合 は 、 ３ ０ 万 円 ）  

第 ８ 条 中 「 様 式 第 ９ 号 」 を 「 様 式 第 ６ 号 」 に 改 め る 。  

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 様 式 第 １ ０ 号 」 を 「 様 式 第 ７ 号 」 に 改 め 、 同 条

第２項中「、助成対象行為が完了したときは」を削り、「様式第１１

号 」 を 「 様 式 第 ８ 号 」 に 改 め る 。  

第 １ １ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

報 償 金 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 後 退 用 地 等 の 地 目 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ １ ５ 万 円 を 超 え る 場 合 は 、 １ ５ 万 円 ）

を 限 度 と し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 市 長 が 定 め る 額 と す る 。 た だ



し 、 そ の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り

捨 て る 。  

（ １ ） 宅 地  後 退 用 地 等 に 接 す る 道 路 に お け る 一 般 財 団 法 人 資 産 評

価 シ ス テ ム 研 究 セ ン タ ー が 提 供 す る 「 全 国 地 価 マ ッ プ 」 に 掲 載

さ れ て い る 直 近 年 度 の 固 定 資 産 税 路 線 価 （ 対 象 外 の 箇 所 に つ い

て は 市 が 定 め る 標 準 宅 地 単 価 等 ） 額 に 当 該 後 退 用 地 等 の 面 積 を

乗 じ て 得 た 額  

（ ２ ） 田  前 号 に 定 め る 額 に １ ０ ０ 分 の ７ ５ を 乗 じ て 得 た 額  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る 地 目 以 外 の 地 目  第 １ 号 に 定 め る 額 に １ ０ ０

分 の ８ ０ を 乗 じ て 得 た 額  

第 １ １ 条 第 ２ 項 を 削 る 。  

第 １ ２ 条 中 「 様 式 第 １ ２ 号 」 を 「 様 式 第 ９ 号 」 に 改 め る 。  

第 １ ３ 条 中 「 様 式 第 １ ３ 号 」 を 「 様 式 第 １ ０ 号 」 に 改 め る 。  

第 １ ４ 条 中 「 か ら 第 ６ 項 （ 第 ４ 項 を 除 く 。 ） ま で 及 び 」 を 「 、 第

３ 項 及 び 第 ５ 項 並 び に 」 に 改 め 、 「 及 び 第 ６ 項 」 を 削 る 。  

第 １ ５ 条 に 見 出 し と し て 「 （ 狭 あ い 道 路 後 退 用 地 整 備 要 望 ） 」 を

付 し 、 同 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

狭 あ い 道 路 の 拡 幅 を 要 望 す る 自 治 会 は 、 狭 あ い 道 路 後 退 用 地 等

整 備 要 望 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） を 市 長 に 提 出 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 狭 あ い 道 路 後 退 用 地 等 整 備 要 望 書 を 受 理 し た 場

合 は 、 別 に 定 め る 基 準 に よ り そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と  

き は 、 狭 あ い 道 路 後 退 用 地 等 整 備 要 望 採 択 通 知 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ）  

に よ り 当 該 要 望 の あ っ た 自 治 会 に 対 し 通 知 し 、 狭 あ い 道 路 の 拡 幅

に 係 る 支 援 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 狭 あ い 道

路 の 後 退 用 地 等 に 係 る 土 地 所 有 者 に 対 し 、 第 ３ 条 第 ３ 項 前 段 の 規

定 に よ る 後 退 用 地 等 寄 附 申 出 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 同 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 協 議 が 調 っ た も の と み な し 、 助 成 金 （ 第 ５ 条 第 ２ 号 に

掲 げ る 助 成 対 象 行 為 に 要 す る 費 用 の 一 部 に 対 す る も の に 限 る 。 ）

及 び 報 償 金 を 交 付 す る こ と が で き る 。  



第 １ ５ 条 第 ３ 項 中 「 狭 あ い 道 路 整 備 事 業 」 を 「 前 項 前 段 の 規 定 に

よ り 支 援 を 行 う も の と し た 狭 あ い 道 路 の 拡 幅 整 備 」 に 改 め る 。  

様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



様式第１号(第３条関係) 

 

狭あい道路後退用地等(変更)協議書 

 

年  月  日  

 

 亀山市長    様 

 

          建 築 主  等 住所             

氏名              印  

                        電話 (    )       

          代 理 人 住所             

氏名                  印  

                        電話 (    )       

 亀山市狭あい道路後退用地整備要綱第３条第１項(第５項)の規定に基づき、協議(再協議)します。 

施工場所 
亀山市 
亀山市立地適正化計画で指定した居住誘導区域に該当 □有□無 

施工場所の土地所有者 
住所   
氏名   

抵当権設定、賃借権設定等の有無 □有 権利の種類(      )□無 
狭あい道路の種類 □国道□県道□市道□私道□その他(   ) 
予定の建築行為等 

□新築□改築□その他(   ) 
□建築物□門□塀  
□擁壁□その他（  ) 

建築行為等の予定期間    年  月  日から   年  月  日まで 
後退用地等の寄附の有無 □有□無□その他（       ） 
支障物件の有無、種別及び除却の予定時期 □有(     )   年  月  日□無 
前
面
道
路
の
種
別 

該当する項目に○を付けてください。 

1 狭あい道路 
2 その他(      ) 

1 認定道路 
2 私道 
3 その他(   ) 1 通り抜け 

2 行き止まり 

 

※

添

付

書

類 

□付近見取図 

 

□配置図 

 

 

□公図   
 

□全部事項証明書 

□地積測量図 

・1／2500 の都市計画図に敷地の位置及び狭あい道路を明記するこ

と。 
・縮尺、方位、後退用地部分等の現況(門、塀、植栽等)、敷地内にお

ける建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別(延べ面

積明記)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記すること。 
・後退用地等の土地が字界付近である場合は、隣接する公図も添付

すること。 
・後退用地等の土地が複数ある場合は、全て添付すること。 
・後退用地等の土地が複数ある場合は、全て添付すること。 

※特記事項 ※受付番号   



（裏面） 

 

協

議

内

容 

後

退

用

地

等 

中心線・後退区域 別添平面図のとおり 
後 退 用 地   1 有        2 無 
すみ切り用地   1 有        2 無 

特
記
事
項 

  

境 界 1 側溝移設   2 見切り縁設置 3 その他(     ) 
路 面 1 アスファルト 2 コンクリート 3 その他(     ) 
移設物 1 水道メーター 2 下水ます 3 電柱等 4 その他(   ) 

助 成 金 
1 有 
2 無 

助
成

内 

容 

第５条第１号該当分 
（                        ） 
第５条第２号該当分 
（                        ） 

報 償 金 1 有  
2 無 

後退用地等の幅員 m ～    m 
後退用地等の延長 m 
後退用地等の面積 m2 

その他協議事項 
   協議経過 

  

 



様式第２号(第３条関係) 

 

狭あい道路後退用地等(変更)協議済書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

亀山市長          印  

 

 亀山市狭あい道路後退用地整備要綱第３条第１項(第５項)の規定に基づく協議は、次のとおり

調いました。 

施工場所 
亀山市 
亀山市立地適正化計画で指定した居住誘導区域に該当 □有□無 

施工場所の土地所有者 
住所   
氏名   

抵当権設定、賃借権設定等の有無 □有 権利の種類(      ) □無 
狭あい道路の種類 □国道□県道□市道□私道□その他(   ) 
予定の建築行為等 

□新築□改築□その他(   ) 
□建築物□門□塀  
□擁壁□その他(  ) 

建築行為等の予定期間    年  月  日から   年  月  日まで 

後退用地等の寄附の有無 
□有□無 
□その他（       ） 

支障物件の有無、種別及び除却の予定時期 □有(       )   年  月  日 
□無 

前
面
道
路
の
種
別 

該当する項目に○を付けてください。 

1 狭あい道路 
2 その他(      ) 

1 認定道路 
2 私道 
3 その他(   ) 1 通り抜け 

2 行き止まり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏面） 

 

協

議

内

容 

後

退

用

地

等 

中心線・後退区域 別添平面図のとおり 
後 退 用 地   1 有        2 無 
すみ切り用地   1 有        2 無 

特
記
事
項 

  

境 界 1 側溝移設   2 見切り縁設置 3 その他(     ) 
路 面 1 アスファルト 2 コンクリート 3 その他(     ) 
移設物 1 水道メーター 2 下水ます 3 電柱等 4 その他(   ) 

助 成 金 
1 有 
2 無 

助
成

内 

容 

第５条第１号該当分 
（                        ） 
第５条第２号該当分 
（                        ） 

報 償 金 1 有  
2 無 

後退用地等の幅員 m ～    m 
後退用地等の延長 m 
後退用地等の面積 m2 

その他協議事項 
   協議経過 

  

 



様 式 第 ４ 号 か ら 様 式 第 ６ 号 ま で を 削 る 。  

様 式 第 ７ 号 中 「 建  築  主 」 を 「 建 築 主 等」 に 改 め 、 同 様 式 を

様 式 第 ４ 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の ３ 様 式 を 加 え る 。  

 



様式第4号(第3条関係) 

 

門、塀等設置完了届 

 

年  月  日  

 亀山市長    様 

 

建 築 主 等 住所             

氏名          印  

電話(    )        

土地所有者 住所             

氏名          印  

電話(    )        

 

 狭あい道路の後退線に係る門、塀等の設置が完了したので、亀山市狭あい道路後退用地整備要綱

第3条第4項の規定により下記のとおり届け出ます。 

記 

施工場所 亀山市 

設 計 者 
住 所 

氏 名 電話(   )   ―       

施 工 者 
住 所 

氏 名 電話(   )   ―       

狭あい道路の種別 □国道□県道□市道□私道□その他(      ) 

門、塀等の種別 □門□塀□擁壁□その他(   ) 工事種別 □新設□改設□増設□移設 

構 造      造 延 長 . m 高 さ . m 

工 事 予 定 期 間 着工予定    年  月  日～完了予定    年  月  日 

※備考(記入しないでください。) ※受付番号 

  

(添付書類) 

 (1) 付近見取図 

    1／2500の都市計画図に、方位、道路及び目標となる物を明示すること。 

 (2) 地図 

    縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置

及び幅員を明示すること。(届出に係る門、塀等の位置は、必ず明示すること。) 



様式第５号（第４条関係） 
年  月  日 

 
亀山市長 様 

 
依頼者 住所             

氏名       印  
電話   (   )      

 
狭あい道路後退用地等舗装依頼書 

 
 狭あい道路後退用地整備事業に伴う下記の後退用地等について、土地所有権移転

登記手続き等が完了し、境界標により亀山市道との境界が明示されていますので、

亀山市狭あい道路後退用地整備要綱第４条の規定により、当該後退用地の舗装を依

頼いたします。 
 

記 
 

後退用地等の所在 面積（㎡） 

  

  

  

  

 
（添付書類） 

□ 位置図  □ 公図  □ 全部事項証明書  □ 地積測量図   
□ 現地写真（遠景、各官民境界標） 



様 式 第 ６ 号 ( 第 ８ 条 関 係 )  

 

後 退 用 地 等 に 係 る 助 成 金 交 付 申 請 書  

年   月   日   

 亀 山 市 長     様  

         申 請 者  住 所              

氏 名           印   

                    電 話  (     )        

 

 後 退 用 地 等 に 係 る 助 成 金 の 交 付 を 受 け た い の で 、 亀 山 市 狭 あ い 道 路 後 退

用 地 整 備 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

記  

助 成 金 の 交

付 申 請 額  

円  

（ 内 訳 ）  

□ 後 退 用 地 等 に 係 る 測 量 、 分 筆 登 記

及 び 所 有 権 以 外 の 権 利 の 抹 消 登 記

に 要 し た 費 用  

（ 上 限 １ ５ 万 円 ）  

円  

□ 亀 山 市 立 地 適 正 化 計 画 で 指 定 し た

居 住 誘 導 区 域 内 に お け る 支 障 物 件

の 除 却 及 び 後 退 用 地 等 に 係 る 整 地

に 要 し た 費 用 の １ ／ ２  

（ 上 限 ３ ０ 万 円 ）  

円  

後 退 用 地 等 の

所 在  
亀 山 市  

支 障 物 件 除 却  完 了 年 月 日  年   月   日  

分 筆 登 記  

（ 所 有 権 以 外 の

権 利 の 抹 消 登 記

を 含 む ）  

完 了 年 月 日  年   月   日  

※ 備 考  
※ 受 付 番 号  

  

（ 添 付 書 類 ）  
□ 位 置 図   □ 公 図   □ 全 部 事 項 証 明 書  □ 地 積 測 量 図    
□  後 退 用 地 等 に 係 る 測 量 、 分 筆 登 記 及 び 所 有 権 以 外 の 権 利 の 抹 消 登

記 に 要 し た 費 用 の 領 収 書 の 写 し  
□  亀 山 市 立 地 適 正 化 計 画 で 指 定 し た 居 住 誘 導 区 域 内 に お け る 支 障 物 件

の 除 却 及 び 後 退 用 地 等 に 係 る 整 地 に 要 し た 費 用 の 領 収 書 の 写 し  



様 式 第 ７ 号 ( 第 ９ 条 関 係 )  

 

後 退 用 地 等 に 係 る 助 成 金 交 付 決 定 通 知  

 

第       号   

年   月   日   

 

          様  

 

亀 山 市 長           印   

 

     年   月   日 付 け で 申 請 の あ っ た 後 退 用 地 等 に 係 る 助 成 金 の

交 付 に つ い て 、 次 の と お り 決 定 し ま し た の で 、 亀 山 市 狭 あ い 道 路 後 退 用 地

整 備 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

後 退 用

地 等 の

所 在  

亀 山 市  

助 成 金 の 交

付 決 定 額  

円  

（ 内 訳 ）  

□ 後 退 用 地 等 に 係 る 測 量 、 分 筆 登 記

及 び 所 有 権 以 外 の 権 利 の 抹 消 登 記

に 要 し た 費 用  

（ 上 限 １ ５ 万 円 ）  

円  

□ 亀 山 市 立 地 適 正 化 計 画 で 指 定 し た

居 住 誘 導 区 域 内 に お け る 支 障 物 件

の 除 却 及 び 後 退 用 地 等 に 係 る 整 地

に 要 し た 費 用 の １ ／ ２  

（ 上 限 ３ ０ 万 円 ）  

円  

 



様 式 第 ８ 号 か ら 第 １ ０ 号 ま で を 削 る 。  

様 式 第 １ １ 号 を 様 式 第 ８ 号 と し 、 様 式 第 １ ２ 号 を 様 式 第 ９ 号 と す

る 。  

様 式 第 １ ３ 号 中  

「  

                             」  

「  

 
 
 
 
 
                             」  

改 め 、 同 様 式 を 第 １ ０ 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の ２ 様 式 を 加 え る 。  

 

 

報償金の額 円   を  

 
報償金の額 円   

に  
【後退用地等に係る報償金算定】 

報償金          円（千円未満切捨て） 

 



様式第８号（第９条関係） 

 

後退用地等に係る助成金請求書 

 

年  月  日  

 

 亀山市長    様 

 

申請者 住所             

氏名          印  

電話  (     )     

 

    年  月  日付け  第       号で決定のあった後退用地等に係る助

成金の交付について、次のとおり請求します。 

 

 助成金請求額              円 

 

 振込先 

 

振 込 先 
銀行 農協 

信用金庫  

支店 支所 

出張所   

預 金 種 別 
普 通 

当 座 

口 座

番 号 

  

口 座 名 義人 

ふりがな 

  

 



様式第９号（第１２条関係） 

 

後退用地等に係る報償金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 亀山市長 様 

 

申請者 住所             

 

氏名          印  

電話  (     )     

 

 後退用地等に係る報償金の交付を受けたいので、亀山市狭あい道路後退用地整備要綱第1

2条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

後退用地等の所在 亀山市 

 

 振込先 

振 込 先 
銀行 農協 

信用金庫  

支店 支所 

出張所   

預 金 種 別 
普 通 

当 座 

口 座

番 号 

  

口 座 名 義人 

ふりがな 

  

 



様式第１０号（第１３条関係） 

 

後退用地等に係る報償金交付決定通知書 

 

第      号  

年  月  日  

 

          様 

 

亀山市長          印  

 

 後退用地等に係る報償金の交付について、次のとおり決定しましたので、亀山市狭あい道

路後退用地整備要綱第１３条の規定により通知します。 

 

後退用地等の所在 亀山市 

報償金の額 円   

【後退用地等に係る報償金算定】 

 

 

 

 

 

 

 

報償金       円（千円未満切り捨て） 

 

 



様式第１１号（第１５条関係） 
年  月  日 

 
亀山市長 様 

 
自治会名  
住  所              
氏  名           印  
電  話   (   )      

 
狭あい道路後退用地等整備要望書 

 
 亀山市狭あい道路後退用地整備要綱第１５条第１項の規定により、下記のとおり

狭あい道路の拡幅を要望いたします。 
 

記 
 

市  道  名  市道           線 
 

拡幅要望延長               ｍ 
 

後退予定者数               人 
 
 
添付書類 
（１）位置図 
（２）公図 
（３）全部事項証明書 
（４）地積測量図 
（５）後退予定者（拡幅に係る起業地の建築主及び土地所有者）の誓約書 
（６）狭あい道路の拡幅を要望することを決定した自治会の総会等の議事録等 
（７）その他市長が必要と認める書類 
 
 
 
 
 



様式第１２号（第１５条関係） 
年  月  日 

 
 

          様 

 

亀山市長          印  

 
狭あい道路後退用地等整備要望採択通知書 

 
   年  月  日付けで要望のあった狭あい道路の拡幅の要望については、こ

れを適当と認めたので、亀山市狭あい道路後退用地整備要綱第１５条第２項の規定

により、下記のとおり通知します。 
  

記 
 

市  道  名  市道           線 
 

拡幅要望延長               ｍ 
 
 



  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に 助 成 対 象 行 為 を し た 者 に 係 る 助 成 金 の

交 付 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


